
平
安
中
期
の
雑
炮
勅
許

佐
　
藤

早
紀
子

平安中期の雑抱勅許（佐藤）

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
雑
砲
勅
許
の
性
質
と
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
平
安
中
期
の
昇
殿
制
に
つ
い
て
考
え
、
ま
た
貴
族
社
会
の
一
特
質
に
つ

い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
安
時
代
の
公
家
男
子
の
主
な
装
束
に
は
、
束
帯
・
布
袴
・
衣
冠
・
直
衣

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
装
束
の
う
ち
、
参
内
に
使
用
で
き
る
の
は
、
原

則
と
し
て
正
装
た
る
束
帯
の
み
で
あ
る
。
布
袴
・
衣
冠
は
束
帯
の
略
装
で
あ

　
①

る
が
、
上
着
に
は
束
帯
同
様
、
位
色
を
用
い
た
鞄
で
あ
る
「
位
署
」
を
着
る

の
で
、
装
束
の
性
格
と
し
て
は
「
公
服
」
で
あ
る
。
一
方
直
衣
は
、
位
色
を

用
い
て
い
な
い
「
雑
協
」
を
着
る
こ
と
か
ら
「
私
服
」
に
あ
た
る
。
雑
炮
は

　
　
　
　
　
　
　
②

直
衣
の
別
名
で
あ
る
。
こ
の
「
私
服
」
で
の
参
内
を
許
可
す
る
の
が
雑
砲
勅

許
で
あ
る
。

　
装
束
は
身
分
秩
序
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
装
束
か
ら
政
治
的
秩

序
や
貴
族
社
会
を
考
え
る
の
は
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
装
束
を
史
的
観
点
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ら
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、
禁
魚
勅
許
に
つ
い
て
は
、
勅
許
の
対
象
と
な
る
装

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

束
や
勅
許
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
大
丸
弘
氏
の
研
究
、
古
記
録
を
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
て
実
証
的
な
考
察
を
さ
れ
た
小
川
殴
傷
の
研
究
が
あ
る
。
小
川
氏
は
赤
色

抱
と
い
う
特
殊
な
抱
に
つ
い
て
も
、
古
記
録
を
も
と
に
着
用
者
・
着
用
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
末
松
剛
氏
は
、
赤
色
炮
の
政
治
的
な

役
割
に
注
目
し
、
摂
関
家
の
服
飾
故
実
の
成
立
と
展
開
の
過
程
に
つ
い
て
論

　
　
　
　
　
⑦

じ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
雑
抱
勅
許
を
主
に
し
た
先
行
研
究
は
非
常
に
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

く
、
大
丸
弘
氏
の
門
禁
色
雑
抱
の
風
俗
史
的
研
究
」
が
ほ
と
ん
ど
唯
　
で
あ

る
。
大
丸
氏
は
こ
の
論
考
で
、
雑
踏
勅
許
の
性
質
と
そ
の
成
立
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
理
解
を
深
め
る
べ
き
点
は
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。

　
こ
の
雑
砲
勅
許
が
深
く
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
平
安
中
期
の
重
要

な
身
分
秩
序
で
あ
る
昇
殿
制
が
あ
る
。
昇
殿
制
に
つ
い
て
は
、
古
瀬
奈
津
子
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⑨

氏
の
「
昇
殿
制
の
成
立
」
に
よ
っ
て
制
度
の
全
容
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
が
、
殿
上
人
を
「
公
的
」
「
政
治
的
な
存
在
」
に
な
っ
た
と
意
義
付
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
を
示
す
見
解
も
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
特
に
古
記
録
に
見
え
る
事
例
を
網
羅
的
に
集
め
、
実
証
的
に

考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
罪
勅
許
・
昇
殿
制
・
貴
族
社
会
に
つ
い
て
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

題
に
、
再
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。

①
束
帯
の
袴
を
、
大
口
・
表
袴
と
い
う
ズ
ボ
ン
状
の
袴
か
ら
下
袴
・
指
貫
と
い
う

　
ゆ
っ
た
り
し
た
袴
に
変
え
た
の
が
布
袴
で
あ
る
。
衣
冠
は
布
袴
か
ら
更
に
、
下
襲

　
や
半
骨
な
ど
を
省
き
、
上
か
ら
た
ば
ね
る
の
に
、
石
帯
で
は
な
く
小
紐
を
用
い
た

　
装
束
で
あ
る
。
布
袴
よ
り
も
身
軽
で
あ
り
、
宮
中
に
宿
直
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る

　
の
で
「
宿
衣
」
「
宿
装
束
」
と
も
い
っ
た
。
装
束
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
近
藤
好

　
和
『
装
束
の
日
本
史
平
安
貴
族
は
何
を
着
て
い
た
の
か
㎞
（
平
凡
社
、
二
〇
〇

　
七
）
を
参
考
に
し
た
。

②
「
直
衣
」
と
い
う
時
、
上
着
で
あ
る
雑
抱
の
み
を
指
す
場
合
と
、
皆
具
の
直
衣

　
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
。
皆
具
と
は
被
り
物
・
肌
着
・
下
着
・
上
着
な
ど
、
着
る

　
べ
き
も
の
全
て
が
揃
っ
て
い
る
状
態
の
こ
と
を
い
う
。
皆
具
の
薩
衣
は
、
衣
冠
の

　
位
抱
を
雑
炮
に
変
え
た
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、
「
束
帯
」
「
楽
車
」
「
衣
冠
」
も
皆

　
具
の
名
称
で
あ
る
。
特
に
束
帯
は
、
皆
具
で
着
る
こ
と
を
「
束
帯
す
」
と
い
い
、

　
古
記
録
に
多
く
用
例
が
あ
る
。

③
禁
色
勅
許
は
、
束
帯
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
「
束
帯
」
の
構
成
要
素
で
あ
る

　
表
袴
・
下
襲
・
半
腎
に
は
、
材
質
・
色
・
文
様
に
お
い
て
、
公
卿
以
上
と
殿
上
人

　
以
下
に
分
か
れ
る
身
分
規
定
が
あ
っ
た
。
そ
の
公
卿
待
遇
の
材
質
・
色
・
文
様
を

　
禁
色
と
い
い
、
殿
上
人
以
下
に
禁
色
を
使
用
し
た
装
束
の
着
用
を
認
め
る
勅
許
を

　
禁
色
勅
許
と
い
う
。

④
「
禁
色
勅
許
の
被
服
学
的
研
究
」
（
咽
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
論
集
㎞
一
、
一
九
六

　
三
〉
、
「
禁
色
雑
炮
の
風
俗
史
的
研
究
」
（
凹
風
俗
』
三
－
三
、
一
九
六
四
）
。
以
下

　
に
引
く
大
丸
氏
の
見
解
は
、
後
者
の
論
文
に
よ
る
。

⑤
「
古
記
録
記
事
を
通
し
て
み
た
る
禁
色
勅
許
一
平
安
後
期
殿
上
人
履
を
中
心

　
と
し
て
一
」
（
咽
国
史
学
隔
一
二
七
、
一
九
八
五
）
、
及
び
「
禁
色
勅
許
の
装
束

　
に
つ
い
て
」
（
古
代
学
協
会
編
『
後
期
摂
関
時
代
史
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
～

　
九
九
〇
）
。

⑥
　
贋
赤
色
抱
に
つ
い
て
」
（
山
中
裕
編
『
摂
関
時
代
と
古
記
録
』
、
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
九
一
）
。

⑦
「
摂
関
家
に
お
け
る
服
飾
故
実
の
成
立
と
展
開
一
赤
色
鞄
の
検
討
を
通
じ
て

　
一
」
（
『
平
安
宮
廷
の
儀
礼
文
化
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
。
初
出
は
二
〇

　
〇
〇
）
。

⑧
前
掲
注
④
参
照
。

⑨
凹
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
㎞
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
。
初
出
は
一
九
入
七
。

　
以
下
に
引
く
古
瀬
氏
の
見
解
は
、
こ
の
論
文
に
よ
る
。

⑩
坂
上
康
俊
門
書
評
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
政
治
と
文

　
化
㎞
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
八
！
二
、
一
九
八
九
）
、
今
正
秀
「
王
朝
国
家
宮
廷
社
会

　
の
編
成
原
理
！
昇
殿
制
の
歴
史
的
意
義
の
再
検
討
か
ら
…
一
桁
（
『
歴
史
学
研

　
究
㎞
六
六
五
、
　
一
九
九
四
V
。

⑪
な
お
、
本
来
的
に
は
雑
抱
と
は
、
大
丸
氏
が
「
私
装
を
意
味
す
る
直
衣
を
含
め

　
て
、
位
置
以
外
の
す
べ
て
の
炮
を
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、

　
位
色
を
用
い
な
い
抱
を
広
く
い
う
も
の
な
の
で
、
喪
服
で
あ
る
鈍
色
の
抱
や
赤
色

　
抱
、
後
に
触
れ
る
青
色
抱
も
雑
鞄
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
特
別
な
場
合
に
着

　
用
さ
れ
る
の
で
、
別
に
考
察
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
通
常
の
参
内
で
用

　
い
ら
れ
た
雑
砲
（
直
衣
）
を
扱
う
。
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平安中期の雑鞄勅許（佐藤）

一
　
三
三
勅
許
の
対
象
者

　
大
丸
弘
氏
は
雑
劇
勅
許
に
つ
い
て
、
初
期
に
雑
念
を
許
さ
れ
た
者
に
注
目

し
、
「
天
皇
の
側
近
者
に
屡
々
許
さ
れ
て
い
る
事
実
な
ど
、
必
ず
し
も
家
門

に
か
か
わ
り
な
い
点
が
禁
色
と
異
る
。
こ
の
、
天
皇
の
恣
意
な
い
し
私
的
側

面
に
力
点
の
お
か
れ
る
傾
向
は
、
雑
砲
勅
許
の
初
期
か
ら
の
特
色
で
あ
る
」

と
さ
れ
て
い
る
。
勅
許
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
、
九
世
紀
半
ば
よ
り
末
ま
で

の
問
の
「
蔵
人
所
の
変
貌
の
事
実
」
を
ふ
ま
え
て
、
「
平
安
初
期
、
私
服
で

の
禁
中
出
入
が
比
較
的
自
由
で
あ
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

凡
そ
蔵
人
所
の
組
織
化
の
時
期
と
さ
ほ
ど
距
ら
な
い
時
代
に
、
天
皇
の
超
越

性
な
い
し
朝
廷
の
官
僚
性
を
強
化
し
た
時
期
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
、
雑
鞄

は
そ
れ
に
や
や
遅
れ
、
一
部
皇
胤
・
近
習
等
に
か
ぎ
り
、
例
外
的
な
処
置
を

認
め
た
こ
と
に
始
ま
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
勅
許
対
象
者
に
つ
い
て
は
、

「
公
卿
と
い
え
ど
も
そ
れ
だ
け
で
は
、
勅
許
の
資
格
に
な
ら
な
い
」
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
い
る
。
『
有
識
故
実
大
辞
典
馳
禁
色
の
項
も
同
様
に
、
「
直
衣
は
公
卿
中
で

も
選
ば
れ
て
認
め
ら
れ
る
の
で
、
禁
色
よ
り
も
厳
重
と
さ
れ
て
い
る
」
と
す

る
。　

こ
れ
ら
の
説
明
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
雑
抱
勅
許
の
事
例
を

見
て
い
き
、
勅
許
対
象
者
の
特
徴
を
考
え
る
こ
と
か
ら
検
討
を
始
め
た
い
。

　
次
頁
の
「
雑
嚢
勅
許
表
」
は
、
摂
関
政
治
が
終
焉
し
た
治
暦
四
年
（
一
〇

六
八
）
ま
で
管
見
の
限
り
、
雑
袖
勅
許
の
事
例
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
事

例
数
は
三
十
五
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
雑
抱
同
様
に
勅
許
で
使
用
を
認
め
ら

れ
る
車
（
牛
車
と
輩
車
）
・
帯
剣
・
禁
色
の
勅
許
の
事
例
数
と
比
べ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

極
端
に
少
な
い
数
で
あ
る
。
表
中
1
2
・
1
7
・
1
8
・
3
2
の
よ
う
に
殿
上
人
・
蔵

人
等
へ
の
一
括
し
た
勅
許
が
多
い
こ
と
、
2
5
・
2
8
等
の
よ
う
に
勅
許
さ
れ
た

者
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
最
も
注
目

し
た
い
の
は
、
勅
許
さ
れ
た
者
は
み
な
四
位
以
下
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第

二
章
で
詳
し
く
見
る
が
、
摂
関
期
の
古
記
録
に
見
え
る
直
衣
の
着
用
者
は
、

ほ
と
ん
ど
が
公
卿
で
あ
る
。
公
卿
層
に
直
衣
を
着
る
こ
と
の
出
来
る
者
が
い

た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
公
卿
へ
の
勅
許
例
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
公
卿
に
対
す
る
勅
許
例
が
な
く
、
四
位
以
下
へ
の
勅
許
の
み
見
ら
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
、
禁
色
勅
許
と
同
じ
特
徴
で
あ
る
。
小
川
黒
氏
に
よ
れ
ば
、
禁
色
勅
許
と

は
、
殿
上
人
層
に
公
卿
待
遇
の
装
束
（
禁
色
）
を
許
可
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
公
卿
に
禁
色
勅
許
が
見
ら
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
天
皇
の

代
替
わ
り
、
あ
る
い
は
勅
許
を
受
け
た
者
の
位
階
が
昇
進
し
た
時
に
は
、
改

め
て
勅
許
が
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
家
格
が
形
成
さ
れ
始
め
た
摂
関
時
代
以
降

に
は
、
殿
上
人
の
中
で
も
特
に
優
遇
さ
れ
た
者
、
つ
ま
り
は
公
卿
へ
の
昇
進

が
約
束
さ
れ
た
者
を
示
す
指
標
の
役
割
も
果
た
し
て
い
た
、
と
さ
れ
る
。

　
雑
訴
勅
許
も
、
殿
上
人
や
蔵
人
等
へ
の
一
揺
勅
許
は
、
天
皇
の
代
替
わ
り

が
あ
っ
た
後
に
出
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
雑
砲
も
、
天
皇
の
代
替
わ
り
の
時
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天皇 年 月　日 姓　名 官　位 備考「」は出典本文、（〉は割注 出　典

1 字多 仁和三（887） 閏十・＊ 藤原有穂 従四位下 公卿補任

2 仁和四（888） 三・十九 藤原高藤 正五位下 公卿補任

3 仁和五（889） 四・十三 平惟範 従四位下 公卿補任

4 寛平四（892） 五・一 在原友干 従四位下 公卿補任

5 十～・十 平時塾 叙爵筋 公卿補任

6 寛平七（895） プい十五 藤原忠平 正五位下 「聴雑抱〈昇殿〉」 公卿補任

7 寛平八（896） 正・廿一 紀長谷雄 正五位下 「聴雑炮〈昇殿歎〉」 公卿補任

8 寛平九（897） 正ドi† 平伊望 叙爵前 公卿補任

9 醍醐 延喜元（go1＞ 四・九 源当時 正五二二 公郷補任

10 朱雀 承平二（932） 正・廿一 源兼明 従四位上 「昇殿く四二〉」 公卿補任

11 藤原俊達 正六位：上 「占象朝臣・俊連・滋典侍等禁色・

G抱笹旨仰下」

?入に補されたか

貞信公寵抄

9
翻
　
　
　
　
り
Q
1
　
　
　
　
　
　
1

村上 天慶九（946） 五・一 殿上人 ＊ ジ殿上人十八人、＜四位七人、五位

ｪ人、六位三人〉」

吏部王記

天麿元（947） 十一・四七 源延光 従四位下 日本紀略

14 応和三（963） ニニ・ニニ 藤原兼家 従四位下 正・三昇殿〔公船〕

15 藤原光箭 ＊

元亨四年

?注歴裏糊
16 十二・十一 源時中 従五位下 十一・・1：｝・三昇殿〔夏風｝ 西宮記

17 冷泉 安和元（968＞ 六・～ 殿上人 ＊ 嗣本紀略

円融 安和二（969） 九・五 蔵入 ＊ 十一日条（下行）に関連するか 日本紀略

九・十～ 串 ＊ 「今日日炮宣旨、四十一人也」 日本紀略

8
　
　
Q
σ
　
0
　
　
1
　
　
2
1
　
　
一
　
　
ワ
臼
　
2
　
　
∩
∠

永観二（984） 九・＊ 源時申 従四位上 公卿補任

九・四 藤原誠信 従四位下 八・童1’七昇殿〔公補〕 公卿補任

九・十四 菅原輔正 正四位下 寛和二・六・甘二止昇殿（譲位〉
k公補〕

公卿補任

一条 長徳元（995） 十・九 源相方 ＊ i司日三日に昇殿〔権記〕 日記

源経房 従四位下

長徳二（996） 十・九 ＊ ＊ ギ下給雑炮宣旨」 小右紀

十・十三 ＊ ＊ 「下…禁色・雑千竃旨」

ｨそらく九日（上行）と国宣竃
小右記

長徳四（998） 九・廿四 源教忠 ＊ 九・十四昇殿〔権記〕 権記

3
　
　
4
▲
　
r
D
　
　
　
　
　
　
ρ
0
　
　
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
　
　
　
　
　
　
0
σ
2
　
　
2
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
9
紹

橘則隆 ＊

九・’旧’九 ＊ ＊ 「帯下禁色二天宣皆〈子細注細細
O日目録〉」

ｨそらく背四日　（上行）と同勅許

権記

長保二（1GOO） 二・九 ＊ ＊ 「下面二日所下給禁色・雑飽宣旨」

�叝�ﾉは昇殿・雑色を定めるこ
ﾆあり

権記

寛弘二（1005＞ 正・十六 ＊ ＊ 「二二鞄・二二宣旨左頭中将」 御堂関白記

三条 寛弘八（101D 七・廿 藤原通任 従四位下 六・十三補蔵人頭〔公補〕 公卿補任
O
　
　
l
り
Q
　
　
3 八・十一 ＊ ＊ 群牛禁色宣旨…下内府、内府云…

G飽在之困者」

小右記

後一条 長和五（1016） 二・三 昇殿・侍中・諸等人々 ＊ 左経記
2
　
　
　
　
へ
δ
　
　
4
3
　
　
　
　
3
　
　
3

万寿三（1026） 二・十 藤原薬頼 正五位上 公卿補任

長元四（103D 正・十六 ＊ ＊ 「頭弁下給禁色雑鞄宣別 小右記

正・’｝」’二 ＊ ＊ ギ禁色雑炮宣旨給弾正少忠貞親」

ｨそらく十六日（k行）と同宣旨

小右記

35 後朱雀 長久元α040） 六・十九 平定親 従四位上 「難還昇之人又以例也」

Z・八に従四位上〔春記〕

春記
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平安中期の雑飽勅許（佐藤）

に
は
、
勅
許
が
更
新
さ
れ
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
「
公
卿
待
遇
の
服
装
を
許
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
禁
色
勅
許

の
特
徴
は
、
雑
抱
勅
許
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
古
記
録
に
お
い
て

公
卿
が
直
衣
を
着
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
一
方
、
雑
鞄
勅
許
表
に
は
公

卿
へ
の
勅
許
例
は
見
え
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
雑
言
は
公
卿
待
遇
の
服
装

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
禁
忌
勅
許
は
、
公
卿
昇
進
を
約
束
さ
れ

て
い
る
殿
上
人
と
、
そ
う
で
な
い
殿
上
人
を
分
け
る
指
標
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
公
卿
待
遇
の
服
装
を
許
す
意
義
も
理
解
で
き
る
。
一
方
、
雑
砲

勅
許
は
全
三
十
五
紅
中
、
六
例
（
藤
原
俊
連
、
藤
原
光
冠
、
源
梱
方
、
源
教

忠
、
橘
則
隆
、
平
定
親
）
が
公
卿
に
昇
進
し
て
お
ら
ず
、
勅
許
さ
れ
た
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

公
卿
昇
進
を
約
束
さ
れ
た
殿
上
人
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
公
卿
昇
進

の
指
標
と
い
え
な
い
の
な
ら
ば
、
雑
抱
勅
許
を
「
公
卿
待
遇
の
服
装
を
許
可

す
る
勅
許
」
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
こ
こ
に
禁
色
勅
許
と
の
明

確
な
差
異
が
表
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
雑
鞄
勅
許
の
対
象
と
な
る
の
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

大
丸
弘
仁
は
「
天
皇
の
側
近
者
」
コ
部
皇
親
・
近
習
等
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

そ
れ
ら
は
「
例
外
的
」
な
特
権
を
認
め
ら
れ
た
者
だ
と
さ
れ
る
。
大
丸
氏
は

「
天
皇
の
側
近
者
」
＝
部
皇
親
・
近
習
等
」
に
つ
い
て
の
定
義
は
な
さ
れ

て
い
な
い
が
、
勅
許
の
基
準
を
「
天
皇
の
具
体
的
親
近
下
戸
と
も
い
わ
れ
、

勅
許
薄
象
者
に
つ
い
て
は
特
に
皇
親
・
侍
読
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
、

氏
は
天
皇
と
の
血
縁
関
係
や
、
奉
仕
の
直
接
性
と
い
っ
た
も
の
に
注
目
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
勅
許
を
受
け
た
者
た
ち
は
本
当
に
、
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
た
＝
部
」
の
「
皇
親
・
近
習
等
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
雑
抱
勅
許
表
を
改
め
て
見
る
と
、
天
皇
と
特
に
親
し
い
関
係
を
持
っ
た
と

い
え
る
人
物
は
、
2
藤
原
高
藤
（
宇
多
女
御
胤
子
胤
）
、
6
藤
原
忠
平
（
宇

多
女
御
温
子
弟
）
、
1
0
源
兼
明
（
朱
雀
天
皇
弟
）
、
1
4
藤
原
兼
々
（
村
上
女
御

安
子
弟
）
の
四
例
く
ら
い
で
あ
る
。
大
丸
氏
が
注
自
さ
れ
る
侍
読
は
、
確
か

に
天
皇
に
直
接
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
臣
下
を
差
し
置
い
て
特
別

な
「
一
部
」
の
近
習
に
入
る
も
の
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
四
位
以
下
の

官
人
で
天
皇
の
近
習
、
と
い
え
ば
蔵
人
が
あ
る
が
、
蔵
人
で
雑
鞄
を
許
さ
れ

て
い
る
例
も
、
1
1
藤
原
俊
連
、
3
0
藤
原
通
事
の
他
、
一
括
勅
許
で
あ
る
1
8
、

32

ﾌ
計
四
例
し
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
例
外
的
」
な
特

権
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
「
一
部
皇
親
・
近
習
等
扁
は
む
し
ろ
少
数
で
あ
る
。

よ
っ
て
雑
抱
勅
許
の
対
象
者
は
「
一
部
皇
親
・
近
習
等
」
で
あ
る
と
は
い
え

な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
雑
沓
を
許
さ
れ
る
基
準
と
は
何
な
の
か
。
公
卿
に
は
勅
許
さ

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
殿
上
人
層
に
記
録
が
残
り
、
ま
た
殿
上
人
へ

の
一
括
勅
許
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
そ
れ
は
昇
殿
の
勅
許

を
得
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
昇
殿
の
勅
許
を
得
ら

れ
れ
ば
、
付
随
し
て
雑
抱
の
勅
許
も
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
昇
殿
者
は
す
な

77　（447）



わ
ち
召
抱
勅
許
者
で
あ
っ
た
。

　
公
卿
は
原
則
と
し
て
昇
殿
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
『
公
卿
補
任
㎞
に
は

昇
殿
を
勅
許
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
後
一
条
天
皇
の
即
位

し
た
長
和
五
年
、
勅
授
帯
剣
は
「
帯
剣
如
元
」
と
い
ち
い
ち
記
録
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
昇
殿
と
雑
抱
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
昇
殿
と
雑
抱
も

勅
許
が
下
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
『
小
右
記
』
の
記
述
を
見
れ
ば
分
か
る

（〈

r
内
は
割
注
、
以
下
同
じ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
道
長
）

　
　
仰
云
、
御
子
達
・
上
達
部
勅
授
如
レ
旧
宣
下
者
、
…
…
、
左
大
臣
已

　
　
下
列
司
立
中
門
外
↓
令
レ
奏
一
　
勅
授
悦
↓
〈
余
難
二
大
将
一
元
勅
授
人
也
、

　
　
循
立
二
此
列
↓
〉
拝
舞
、
次
左
大
臣
以
下
及
一
　
蔵
人
頭
・
殿
上
入
・
蔵
人

　
　
等
ハ
令
二
奏
慶
｝
拝
舞
、
了
参
凋
上
殿
上
の

　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
馳
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
廿
九
日
条
〕

　
　
今
日
坊
官
除
目
、
但
参
内
、
…
…
、
禁
色
・
雑
鞄
宣
旨
書
連
、

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
幽
長
和
五
年
（
…
〇
一
六
）
二
月
三
日
条
〕

　
廿
九
日
条
で
「
奏
慶
拝
舞
」
の
後
に
昇
殿
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
昇
殿
の

勅
許
に
対
す
る
七
海
拝
舞
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
三
日
条
は
、
勅

許
対
象
者
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
「
書
連
扁
と
い
う
表
現
か
ら
、
勅
許

を
受
け
た
者
が
多
か
っ
た
こ
と
が
推
量
で
き
る
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
雑
炮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

勅
許
は
昇
殿
勅
許
の
数
日
後
に
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、

公
卿
へ
の
諸
袖
勅
許
が
『
公
卿
補
任
鳴
に
記
録
さ
れ
な
い
の
は
、
昇
殿
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

様
、
勅
許
さ
れ
る
の
が
当
た
り
前
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

雑
抱
勅
許
の
史
料
が
少
な
い
の
も
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
雑
抱
勅
許

表
中
の
、
大
人
数
に
勅
許
が
出
さ
れ
て
い
る
1
9
や
、
対
象
が
明
ら
か
で
な
い

2
5
・
2
8
等
は
、
殿
上
人
へ
の
勅
許
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
先
行
概
究
で
は
、
勅
許
対
象
者
に
つ
い
て
異
な
る
見
解
が
出
さ
れ
て

い
た
。
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
『
有
識
故
実
大
辞
典
騙
は
「
直
衣
は
公

卿
中
で
も
選
ば
れ
て
認
め
ら
れ
る
」
と
し
、
大
丸
弘
氏
は
「
公
卿
と
い
え
ど

も
そ
れ
だ
け
で
は
、
勅
許
の
資
格
に
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
。
氏
は
そ

の
根
拠
と
し
て
、
『
長
秋
記
撫
保
延
元
年
（
一
＝
二
五
）
四
月
九
日
条
に

「
入
レ
夜
参
内
、
依
二
日
上
盤
一
也
、
参
判
入
北
面
御
所
一
…
…
、

（
権
中
納
言
源
師
時
）

　
　
予
　
　
著
二
束
帯
訥
不
レ
被
レ
免
；
直
衣
一
人
、
雛
二
夜
陰
一
尚
遠
略
束
帯
一

例
事
也
」
と
あ
る
こ
と
や
、
『
兵
聖
油
臨
保
元
二
年
（
…
一
五
七
）
五
月
廿

九
日
条
に
「
今
日
公
家
御
意
法
結
願
、
…
…
、
内
大
臣
以
下
卿
相
十
八
人
、

被
レ
免
二
直
衣
　
人
之
外
束
帯
云
々
」
と
あ
る
こ
と
で
、
公
卿
に
列
し
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
雑
複
勅
許
を
得
て
い
な
い
者
が
い
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
雑
益
勅
許
の
普
遍
的
な
性
格
と
し
て
認
め
る
こ
と

は
、
正
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
理
由
は
ま
ず
、
摂
関
期
に
は
古
記
録
史
料
が
豊
富
に
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
雑
抱
勅
許
を
得
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
得
た
い
、
と
い
う
記
述
が
な

い
こ
と
で
あ
る
。
昇
殿
で
あ
れ
ば
、
藤
原
実
資
が
養
子
の
資
頼
の
昇
殿
勅
許

78　（448）



平安中期の雑鞄勅許（佐藤）

を
藤
原
道
長
に
願
い
、
三
回
に
わ
た
っ
て
申
し
入
れ
た
宋
に
実
現
さ
せ
て
い

た
り
、
禁
色
で
あ
れ
ば
、
甥
の
藤
原
定
頼
が
勅
許
を
得
て
い
な
い
の
を
恥
じ

て
い
た
藤
原
遵
子
（
円
融
皇
后
）
が
、
藤
原
妊
子
（
三
条
中
宮
）
に
願
い
入

れ
て
勅
許
を
下
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
勅
許
が
、

特
権
と
し
て
魅
力
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
帯
剣
に
つ
い
て
は
、

藤
原
隆
家
が
道
長
三
男
の
顕
信
に
侍
従
を
譲
る
代
償
と
し
て
勅
授
さ
れ
た
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
あ
り
、
官
職
に
代
わ
り
得
る
価
値
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
し
か
し
、
雑
抱
に
は
そ
の
よ
う
に
、
勅
許
を
求
め
ら
れ
て
い
る
例
が
な
い
。

雑
抱
勅
許
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
関
す
る
記
述
は
、
『
長
秋
記
騙
や
『
兵
範

記
舳
と
い
っ
た
、
院
政
期
以
降
の
古
記
録
に
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
雑
抱
勅
許
に
は
「
直
衣
始
扁
と
い
う
儀
式
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
い
る
。
『
平
安
時
代
史
事
典
睡
に
は
「
摂
関
、
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
上

流
官
人
や
そ
の
子
弟
が
、
勅
に
よ
り
初
め
て
直
衣
の
着
用
を
聴
さ
れ
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

若
し
く
は
そ
の
儀
式
を
い
う
」
と
あ
り
、
実
例
は
『
申
右
記
騙
等
に
見
え
る
。

こ
れ
は
直
衣
が
限
定
し
て
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
も
摂
関
期
に
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
院
政
期
に
の
み
例
を
見
出
せ
る
儀
式

な
の
で
あ
る
。

　
院
政
期
の
雑
鞄
勅
許
の
様
子
は
、
摂
関
期
の
そ
れ
と
同
じ
と
は
い
い
難
い
。

特
に
「
直
衣
始
」
と
い
う
特
別
な
儀
式
が
、
院
政
期
に
な
っ
て
出
現
す
る
こ

と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
院
政
期
の
雑
鞄
勅
許
は
、
対
象
者
が
限
定

さ
れ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
う
で
あ
れ
ば
大
丸
氏
が
指
摘

す
る
「
勅
許
の
理
由
が
、
天
皇
の
恣
意
、
な
い
し
具
体
的
な
親
近
性
に
基
く

傾
向
」
も
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
摂
関
期
の
雑
筆
勅
許
に
、

そ
の
傾
向
は
認
め
ら
れ
な
い
。
装
束
を
考
え
る
に
は
、
時
代
に
合
わ
せ
て
変

化
し
て
い
る
可
能
性
を
常
に
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
①
鈴
木
敬
三
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
。

　
②
禁
色
勅
許
は
八
十
二
例
、
車
（
牛
車
・
躍
車
）
勅
許
は
六
十
五
例
、
勅
授
帯
剣

　
　
は
九
十
六
例
で
あ
る
。

　
③
　
「
は
じ
め
に
」
注
⑥
小
川
論
文
。

　
④
一
方
、
禁
色
勅
許
者
で
公
卿
に
昇
進
し
な
か
っ
た
者
は
、
八
十
二
例
中
二
例
の

　
　
み
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
例
で
あ
る
藤
原
登
朝
（
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
十
月

　
　
廿
七
日
勅
許
、
出
典
は
『
小
右
記
㎞
同
日
条
）
は
早
世
の
可
能
性
が
あ
る
。
禁
色

　
　
を
勅
許
さ
れ
た
者
は
、
ほ
ぼ
全
て
公
郷
に
昇
進
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
⑤
筆
者
自
身
の
「
側
近
者
」
門
近
習
」
の
定
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
あ
る
者

　
　
を
「
側
近
者
」
と
い
う
に
は
、
そ
の
者
の
政
治
的
地
位
や
天
皇
と
の
信
頼
関
係
等

　
　
を
総
合
的
に
考
え
て
い
う
べ
き
で
あ
り
、
容
易
に
定
義
出
来
る
語
で
は
な
い
と
考

　
　
え
る
。
ま
た
「
近
習
」
に
つ
い
て
は
、
広
い
意
味
で
は
昇
殿
者
を
指
す
、
と
い
う

　
　
古
瀬
奈
津
子
氏
の
見
解
に
従
う
。

　
⑥
同
様
の
例
に
、
『
権
記
』
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
十
月
の
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
三
日
、
…
…
、
有
レ
仰
二
播
万
守
相
方
朝
臣
昇
殿
の

　
　
　
　
九
日
、
播
万
守
相
方
・
伊
勢
権
守
経
房
等
雑
炮
宣
旨
、
奉
二
右
大
将
↓

　
　
　
三
日
に
昇
殿
を
許
さ
れ
た
源
棚
方
が
、
九
日
に
は
語
素
も
許
さ
れ
て
い
る
。
ま

　
　
た
噸
公
卿
補
任
幽
に
載
る
雑
抱
勅
許
の
早
い
例
に
、
「
藤
原
忠
平
　
寛
平
七
九
十

　
　
五
雪
雑
砲
〈
昇
殿
〉
」
な
ど
と
あ
る
の
も
、
雑
抱
が
昇
殿
と
合
わ
せ
て
勅
許
さ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
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⑦
蔵
人
へ
の
禁
色
勅
許
に
も
、
同
様
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
大
丸
氏
に
よ
り
指
摘

　
さ
れ
て
い
る
。
蔵
人
は
禁
色
を
許
さ
れ
る
の
が
例
で
あ
る
。

⑧
典
拠
は
全
て
㎎
小
右
記
㎞
で
あ
る
。
昇
殿
に
つ
い
て
は
治
安
三
年
（
一
〇
二

　
三
）
八
月
二
日
・
四
日
・
八
日
・
九
巳
条
、
禁
色
に
つ
い
て
は
長
和
五
年
（
一
〇

　
一
六
）
二
月
三
日
条
、
勅
授
帯
剣
に
つ
い
て
は
寛
弘
二
年
（
～
○
〇
五
）
二
月
廿

　
日
条
を
参
照
。

⑨
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
、
角
川
書
店
、
～
九
九
四
。

⑩
一
例
と
し
て
権
中
納
言
藤
原
患
実
の
直
衣
始
を
挙
げ
る
。
忠
実
の
直
衣
始
は
、

　
白
河
上
皇
と
内
裏
と
の
二
箇
所
に
向
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
出
衣
、
打
，
田
畠

　
　
今
日
左
大
将
殿
初
着
二
直
衣
一
令
レ
参
レ
院
給
、
〈
核
榔
毛
、
〉
前
駆
六
人
、
御
随

　
　
身
番
長
敦
雷
、
白
狩
衣
袴
、
濃
打
衣
、
師
頼
朝
臣
・
宗
輔
獲
従
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
閏
三
月
十
日
条
〕

　
　
左
大
将
殿
御
慶
賀
後
、
二
二
直
衣
一
二
令
レ
参
給
、
忠
教
朝
臣
・
宗
増
長
従
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
申
右
記
』
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
四
月
廿
二
日
条
〕

二
　
摂
関
期
に
お
け
る
直
衣
着
用
の
実
態

　
本
章
で
は
、
古
記
録
に
お
け
る
直
衣
着
用
の
実
例
を
見
て
い
く
こ
と
で
、

摂
関
期
の
直
衣
着
用
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う

に
、
雑
嚢
は
昇
殿
者
に
勅
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
勅
許
者
の
数
は
少
な

く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
宮
中
で
直
衣
を
着
て
い
る
例
は
、
意
外
に

も
多
く
は
な
い
。
『
有
識
故
実
大
辞
典
』
束
帯
の
項
に
は
「
通
常
の
参
内
に

は
、
親
王
・
諸
王
・
公
達
ニ
ニ
位
以
上
の
雑
品
勅
許
の
諸
臣
た
ち
は
冠
直
衣

で
出
仕
し
た
」
と
あ
り
、
上
級
貴
族
は
い
つ
も
直
衣
で
参
内
し
て
い
た
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
違
う
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
直
衣
が
着
用
さ

れ
て
い
る
場
面
に
は
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。

　
直
衣
を
着
て
の
参
内
が
非
常
に
よ
く
見
ら
れ
る
状
況
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず

一
つ
目
は
、
内
裏
焼
亡
後
で
あ
る
。
内
裏
の
火
事
に
駆
け
つ
け
る
時
に
は
、

『
禁
秘
抄
舳
内
裏
焼
亡
条
の
「
直
衣
・
衣
冠
・
布
衣
無
レ
難
、
不
レ
聴
二
直
衣
【

重
着
二
直
衣
一
更
レ
渾
」
と
い
う
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
勅
許
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
、
直
衣
で
の
参
内
が
許
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
火
災
が
収
ま
っ
た
後
の

数
日
間
に
も
、
直
衣
の
着
用
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
寛
弘
二

年
（
一
〇
〇
五
）
十
一
月
十
五
日
、
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
二
月
九
日
の

内
裏
焼
亡
の
後
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
て
直
衣
の
参
内
が
見
ら
れ

る
。

　
　
（
藤
鳳
道
長
）

　
　
左
府
参
内
、
〈
三
一
直
衣
↓
〉
相
q
逢
宮
内
省
三
角
ハ

　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
十
一
月
廿
日
条
〕

左
大
臣
七
一
　
直
衣
一
髪
二
葉
上
田
相
会
合
、

　
　
　
　
〔
『
小
右
記
騙
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
十
一
月
廿
二
日
条
〕

参
内
、
大
納
雷
斉
信
・
公
任
・
中
納
言
行
成
・
懐
平
・
参
議
離
任
参
入
、

此
外
近
習
卿
相
輿
望
直
衣
【
伺
候
、

　
　
　
　
　
島
小
右
記
』
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
二
月
十
一
日
条
〕

　
　
　
　
　
（
藤
原
顕
光
）

参
q
上
御
前
納
右
大
臣
・
中
納
言
俊
賢
・
参
議
学
業
・
遇
任
参
入
、
大

納
言
道
綱
・
参
議
道
方
・
公
信
着
一
　
直
衣
一
伺
候
、
依
一
近
習
人
　
歎
、
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平安中期の雑砲勅許（佐藤）

　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
騙
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
二
月
十
三
日
条
〕

　
二
つ
目
の
状
況
は
、
キ
サ
キ
・
東
宮
な
ど
の
御
在
所
や
、
内
裏
女
廃
の
詰

所
で
あ
る
台
盤
所
へ
出
入
り
す
る
時
で
あ
る
。
以
下
に
三
例
ほ
ど
挙
げ
る
。

　
　
（
藤
原
道
長
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
好
子
）

　
　
左
大
臣
着
二
直
衣
　
被
レ
参
二
中
宮
方
繭

　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
臨
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
八
月
十
三
日
条
〕

　
　
（
藤
原
教
通
・
同
頼
宗
）

　
　
三
位
中
将
二
人
着
二
直
衣
｝
在
一
ム
ロ
盤
所
説

　
　
　
　
　
　
　
盆
小
右
記
撫
長
和
元
年
（
一
〇
＝
　
）
七
月
廿
二
日
条
〕

　
　
参
凝
上
県
殿
上
ハ
…
…
、
権
大
納
書
頼
通
着
二
直
衣
「
参
入
、
候
二
台
盤

　
　
所
一
堂
、

　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
』
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
二
月
廿
三
日
条
〕

　
こ
の
場
合
に
直
衣
を
着
て
い
る
の
は
、
天
皇
や
キ
サ
キ
・
東
宮
に
血
縁
的

な
繋
が
り
の
濃
い
人
物
で
あ
る
。
更
に
い
え
ば
、
道
長
と
そ
の
子
息
、
つ
ま

り
は
外
戚
の
一
家
で
あ
る
。
例
外
と
し
て
藤
原
道
綱
が
台
盤
所
に
参
入
し
た

時
に
は
、
直
衣
で
は
な
く
宿
意
（
衣
冠
）
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
衣
力
）

　
　
大
納
言
道
綱
着
二
宿
者
一
参
二
大
盤
所
↓
□
卿
相
□
混
然
レ
由
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
薗
寛
仁
三
年
（
一
〇
～
九
）
四
月
二
日
条
〕

と
非
難
さ
れ
て
い
る
。

　
直
衣
を
着
て
非
難
さ
れ
た
者
も
い
る
。
例
え
ば
権
大
野
島
藤
原
斉
信
は
、

後
一
条
天
皇
が
重
い
病
を
患
っ
た
日
に
、
直
衣
を
着
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
君
〕

　
　
参
内
、
…
…
、
斉
儒
重
着
二
直
衣
一
碧
二
殿
よ
大
納
之
公
任
卿
、
参
議

　
　
道
方
・
旧
任
・
経
通
同
在
島
殿
上
↓
見
越
余
参
入
｝
斉
信
卿
退
、
陽
明
門

　
　
車
井
白
昼
殿
上
着
二
直
衣
｝
交
凝
坐
上
達
部
中
一
等
、
太
奇
怪
黒
子
鳳
公
任

　
　
寒
い
答
云
、
極
奇
事
也
、
初
出
調
居
御
読
経
雨
後
↓
々
又
来
二
殿
上
一
不

　
　
レ
知
二
物
情
【
歎
云
々
、
僧
等
奉
出
仕
加
持
↓
野
送
歎
女
房
聲
歎
太
高
、
或

　
　
　
　
　
　
（
藤
原
道
緊
）
　
（
同
頼
通
）

　
　
叫
或
吟
、
入
道
相
府
・
関
白
候
二
品
前
納
入
道
相
府
被
二
祈
申
一
聲
如
二

　
　
験
者
｝
云
々
、
此
問
重
発
悩
御
云
々
、
御
里
親
卿
相
候
二
御
所
い
申
時
漸

　
　
平
復
御
、
酉
剋
退
出
、

　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
魎
寛
仁
四
年
（
　
〇
二
〇
）
九
月
十
⊥
ハ
臼
条
〕

　
非
難
の
点
は
、
白
昼
に
殿
上
で
直
衣
を
着
て
、
他
の
公
卿
と
座
を
交
え
た

こ
と
で
あ
る
。
直
衣
は
衣
冠
同
様
、
宿
直
の
た
め
の
装
束
と
し
て
も
使
わ
れ

た
。
「
白
昼
」
と
は
そ
れ
と
の
対
比
で
い
う
の
だ
ろ
う
。
直
衣
は
、
白
昼
に

殿
上
で
公
卿
と
同
座
す
る
に
は
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
装
束
で
あ
っ
た
と
分
か

る
。　

斉
信
は
、
こ
の
四
日
後
に
も
非
難
さ
れ
て
い
る
。

　
　
今
日
御
当
日
、
傍
参
内
、
宰
相
乗
二
車
後
納
陣
頭
無
レ
人
、
参
勾
上
殿
上
ハ

　
　
濃
密
卿
着
二
直
衣
【
居
二
御
読
経
僧
後
一
如
レ
例
、
足
レ
為
レ
奇
、
公
任
卿
在
漏

　
　
殿
上
↓
斉
信
卿
毎
二
御
当
日
一
着
二
直
衣
｝
居
二
僧
後
納
公
任
卿
再
三
傾
レ
奇

　
　
云
、
諸
人
驚
嘲
遍
満
者
、
入
道
相
府
・
関
白
及
御
傍
親
卿
相
候
二
御
所
ハ

　
　
行
成
卿
・
経
蔵
卿
・
公
信
・
経
通
・
磁
界
或
候
二
殿
上
「
等
量
二
十
間
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
蜘
寛
仁
四
年
置
一
〇
二
〇
）
九
月
廿
日
条
〕
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正
信
が
読
経
の
僧
の
後
ろ
に
直
衣
で
控
え
て
い
る
の
は
「
如
例
」
、
い
つ

も
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
こ
と
が
非
難
の
対
象
に
な
る
理
由
は
、
僧

の
読
経
の
場
、
即
ち
天
皇
の
傍
に
い
る
の
が
「
入
道
相
府
・
関
白
及
御
傍
親

卿
相
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
か
る
。
つ
ま
り
、
キ
サ
キ
や
東
宮
の
御
在

所
、
あ
る
い
は
台
盤
所
に
直
衣
で
参
入
し
て
い
た
の
が
道
長
の
子
息
た
ち
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
病
気
の
天
皇
に
直
衣
で
伺
候
す
る
の
は
、
天
皇
の
近
親
た

る
者
が
適
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
斉
信
の
直
衣
着
用
を
非
難
す
る
例
を
も
う
～
つ
挙
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
威
子
）

　
　
節
高
云
、
民
部
卿
斉
信
卿
、
昨
今
頗
着
二
直
衣
｝
参
二
中
宮
御
方
一
、
亦

　
　
献
二
淡
柿
一
備
二
供
御
ハ
自
昼
着
駅
直
衣
　
出
q
入
禁
中
↓
井
淡
柿
御
前
更
不

　
　
　
　
　
　
　
へ
藤
原
頼
通
）
　
　
　
　
　
〔
蜴
力
〕

　
　
レ
可
レ
供
、
伺
二
関
白
城
外
納
表
上
記
忠
節
之
由
一
欺
、
掩
レ
ロ
可
レ
笑
、

　
　
外
人
直
衣
極
奇
怪
也
、

　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
騙
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
九
月
廿
九
日
条
〕

　
「
外
人
」
、
つ
ま
り
中
宮
と
血
縁
関
係
の
薄
い
者
が
直
衣
を
着
て
参
入
す

る
こ
と
は
「
極
奇
怪
」
で
あ
る
と
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
道
長
の
直
衣
着
用
が
、
実
意
に
非
難
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。

　
　
未
剋
許
参
内
、
同
属
終
大
蔵
省
＃
大
寄
所
焼
亡
云
々
、
上
鎌
崇
上
殿
上
ハ

　
　
　
　
（
藤
源
道
長
）

　
　
此
間
左
大
臣
着
二
直
衣
一
参
入
、
…
…
、
左
府
暫
在
二
侍
所
ハ
依
二
火
事
一

　
　
非
レ
所
二
参
入
稿
為
レ
定
凝
申
今
上
男
一
親
王
御
対
面
＃
女
一
親
王
着
裳

　
　
事
一
所
二
参
入
　
云
々
、
左
府
候
一
【
御
前
の
先
レ
是
右
記
中
将
取
一
一
硯
・
続
椿

　
　
同
一
諾
了
御
前
一
次
左
府
参
二
御
前
納
着
二
直
衣
一
白
昼
黒
帯
御
前
一
定
訓
申
雑

　
　
事
一
々
、
渉
二
平
懐
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
臨
寛
弘
二
年
（
～
○
〇
五
）
二
月
八
日
条
〕

　
大
蔵
省
と
大
歌
所
の
焼
亡
の
報
を
受
け
、
実
資
が
殿
上
に
参
上
す
る
と
、

道
長
が
直
衣
で
参
入
し
て
き
た
。
先
述
の
通
り
、
火
事
の
際
に
は
直
衣
で
の

参
内
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
道
長
は
焼
亡
に
駆
け
つ
け
た
わ

け
で
は
な
く
、
も
と
も
と
参
内
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
道
長
は
直
衣
の

ま
ま
、
天
皇
の
御
前
で
雑
事
を
定
め
た
。
そ
れ
を
実
資
は
「
渉
平
懐
」
、
無

遠
慮
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
。
公
務
を
行
う
の
に
直
衣
は
不
適
切
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
道
長
）

　
　
資
平
面
、
昨
日
左
大
臣
候
二
官
奏
い
其
後
改
一
一
朝
服
一
着
二
直
衣
ハ
供
q
奉

　
　
　
　
　
（
三
条
天
皇
〉

　
　
御
射
ハ
主
上
着
凝
御
直
御
衣
・
御
指
貫
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
畠
小
右
記
漏
長
和
二
年
（
一
〇
＝
二
）
二
月
八
日
条
〕

　
道
長
は
、
官
奏
は
束
帯
、
御
射
は
直
衣
と
着
分
け
て
い
る
。
公
務
を
行
う

に
は
不
適
切
で
あ
り
、
殿
上
で
公
卿
と
同
座
す
る
に
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と

な
れ
ば
、
直
衣
は
公
的
な
場
面
に
は
向
か
な
い
装
束
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
内
裏
焼
亡
後
に
直
衣
着
用
が
増
え
る
理
由
は
後
述
す
る
が
、
宮
中
で
の
直

衣
着
用
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
天
皇
の
外
戚
が
着
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

公
的
な
場
面
に
は
向
か
な
い
装
束
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
摂
関
期
の
直

衣
の
着
用
機
会
は
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

82　（452）



平安中期の雑抱勅許（佐藤）

三
　
雑
抱
勅
許
と
昇
殿
潮

　
雑
事
勅
許
は
昇
殿
者
を
対
象
と
し
た
の
で
、
多
く
の
人
が
勅
許
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
摂
関
期
の
直
衣
着
用
者
は
、
火
事
後
等
の
特
別
な

状
況
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
が
天
皇
の
外
戚
の
み
と
な
っ
て
い
た
。
勅
許
の
対

象
は
広
範
囲
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
着
用
機
会
は
限
定
的
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
殊
な
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章

で
は
雑
載
勅
許
の
成
立
と
、
そ
の
運
用
の
変
遷
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
雑
炮
勅
許
の
開
始
を
考
え
る
に
は
、
昇
殿
鋼
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
古
瀬
奈
津
子
氏
に
よ
れ
ば
、
昇
殿
制
は
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
～
八

二
三
）
に
は
成
立
し
て
お
り
、
宇
多
朝
に
お
い
て
画
期
を
迎
え
る
。
具
体
的

に
は
、
殿
上
の
間
が
設
け
ら
れ
、
上
日
が
日
給
の
簡
に
記
録
さ
れ
始
め
る
等
、

欄
度
が
整
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
雑
抱
勅
許
の
史
料
初
出
が
宇
多
朝
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
雑
抱
勅
許
は
昇
殿
制
の
整
備
の
一
環
と
し
て
始

ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
古
瀬
氏
は
、
平
安
前
期
に
は
天
皇
の
私
的
側
近
の
域
を
越
え
る
こ
と
は
な

か
っ
た
殿
上
人
が
、
宇
多
朝
以
降
公
的
性
格
を
強
め
、
政
治
的
に
重
要
な
存

在
へ
と
発
展
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
事
例
の
一
つ
と
し
て

「
上
日
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
日
給
の
簡
に
記
録
さ
れ
る
「
殿
上
の
上

川
」
を
「
本
司
の
上
下
」
に
加
え
る
こ
と
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
両
者
が
同
じ
価
値
を
持
つ
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
「
殿
上
」
が
「
本
司
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
同
じ
く
公
的
な
場
と
し
て
認
め
ら
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
制
度
と
し
て
整
え
ら
れ
、
「
公
的
」
な
存
在
に
な
っ
た
と
い
っ

て
も
、
「
本
司
と
同
じ
く
公
的
扁
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
「
殿
上
人
」

と
「
本
司
で
勤
務
す
る
官
入
」
と
は
、
な
お
明
確
に
異
な
る
も
の
と
考
え
ら

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
の
が
、
次
の
『
西
宮
記
』
巻
十
七
喪
服
条
で
あ
る
。

　
　
侍
臣
等
依
一
双
昌
罫
衣
二
黒
橡
一
種
、
少
納
言
、
式
部
、
兵
部
蕪
骨
丞
、

　
　
候
二
殿
上
一
輩
、
随
＝
本
官
役
一
之
鮮
紅
隅
位
鞄
（

　
喪
に
服
す
時
、
侍
臣
た
ち
は
宣
旨
に
よ
っ
て
黒
橡
抱
を
着
し
た
と
あ
る
。

し
か
し
、
殿
上
人
は
本
司
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
時
に
は
、
位
鞄
を
着
し
た
と

　
　
　
　
　
②

い
う
の
で
あ
る
。

　
臣
下
と
い
う
立
場
で
は
、
殿
上
人
と
し
て
も
、
本
司
の
官
人
と
し
て
も
同

じ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
装
束
に
差
が
設
け
ら
れ
る
の
は
、
同
じ
臣

下
で
あ
っ
て
も
「
殿
上
人
」
と
い
う
立
場
に
あ
る
時
と
、
「
随
本
官
役
」
の

時
と
で
は
、
違
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
う
で
あ
れ
ば
、
雑
炮
勅
許
と
は
、
本
司
で
の
勤
務
と
殿
上
で
の
勤
務
と

の
区
別
を
、
可
視
化
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
隅
西
宮

記
下
巻
十
七
直
衣
条
に
、

　
　
直
衣
、
王
者
已
下
及
下
期
レ
聴
二
雑
抱
一
者
上
衣
レ
之
、
殿
上
人
旧
例
、
以
二
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直
衣
一
為
二
束
帯
鞄
ハ
近
代
不
レ
用
レ
之
、

　
　
③

と
あ
る
。
直
衣
を
「
束
帯
飽
」
と
為
し
た
旧
例
と
は
、
束
帯
の
上
着
で
あ
る

位
抱
を
、
雑
学
に
変
え
て
着
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
黒
髪
の
束
帯
」
と
も
い

う
べ
き
特
殊
な
写
方
で
あ
る
。
殿
上
人
が
雑
飽
を
着
て
い
る
こ
と
で
、
通
常

の
本
官
と
は
違
う
勤
務
を
し
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
と
な
る
の
で
あ
る
。

私
的
装
束
の
雑
鞄
は
、
天
皇
の
私
的
側
近
と
い
う
新
し
い
天
皇
奉
仕
の
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

方
を
可
視
化
す
る
た
め
に
、
宮
中
で
着
用
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
着
方
の
一
方
、
指
貫
を
用
い
た
完
全
な
直
衣
姿
で
あ

る
「
皆
具
の
直
衣
」
も
勅
許
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
山
送
勅
許
は
、
直

衣
よ
り
も
公
的
な
布
袴
・
衣
冠
で
の
参
内
は
当
然
認
め
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
が
束
帯
と
比
べ
て
動
き
や
す
い
と
い
う
利
点
が
、
勅
許
の
理
由
で
あ

　
⑤

ろ
う
。
古
記
録
に
は
殿
上
人
が
宿
直
し
た
姿
の
ま
ま
で
、
そ
の
日
の
行
事
の

た
め
に
殿
上
を
鋪
設
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。

　
　
早
旦
乍
二
宿
衣
【
昇
二
殿
上
ハ
上
二
雲
夜
西
縮
織
四
間
硝
廉
中
引
レ
綱
、
懸
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
道
長
V

　
　
舞
人
陪
従
等
装
束
↓
以
レ
南
為
レ
上
、
左
府
令
レ
参
給
、
召
＝
舞
人
陪

　
　
弾
傷
｝
給
二
装
束
一
く
殿
上
人
乍
一
一
宿
装
　
次
第
進
、
各
選
q
取
早
足
等
↓
地

　
　
下
人
着
二
束
帯
一
参
二
殿
上
辺
日
給
レ
之
、
□
取
傳
貝
田
之
G
各
退
出
、
先

　
　
乍
二
塁
装
束
一
参
二
左
府
御
宿
所
↓
柳
被
レ
儲
一
盃
飯
ハ
食
後
各
退
q
下
宿

　
　
所
ハ
着
二
装
束
｝
俳
引
徊
殿
上
辺
納

　
　
　
　
　
　
　
〔
『
左
経
記
舳
長
和
五
年
（
～
〇
一
六
）
三
月
十
四
日
条
〕

　
綱
を
引
き
渡
し
た
り
、
装
束
を
懸
け
た
り
す
る
に
は
、
宿
望
の
ま
ま
の
方

が
や
り
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
殿
上
人
は
宿
衣
で
、
地
下
の
官
人
た
ち

は
束
帯
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
地
位
の
差
が
明
瞭
に
表
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
雑
飽
勅
許
は
、
体
調
が
悪
く
て
も
出
仕
せ
ね
ば
な
ら
な
い
時
、
窮
屈

な
束
帯
で
は
な
く
、
楽
な
衣
冠
や
直
衣
で
の
出
仕
を
可
能
に
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。

　
　
候
レ
内
、
従
レ
朝
心
神
不
レ
例
、
然
造
出
レ
有
二
仰
事
議
相
扶
娘
婿
、
…
…
、

　
　
心
神
彌
悩
、
重
有
＝
　
勅
命
納
猶
不
二
退
出
↓
依
二
極
難
フ
堪
、
六
二
束
帯
一

　
　
着
＝
宿
衣
議
為
レ
逐
二
涼
気
一
六
二
弓
場
殿
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
盆
祭
貫
目
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
七
月
十
二
日
条
〕

　
　
参
レ
宮
令
レ
運
二
御
物
等
納
行
二
急
啓
難
事
皿
退
出
、
入
レ
夜
重
参
入
、
行
二

　
　
僻
習
事
↓
〈
未
一
書
議
定
一
之
間
不
レ
堪
二
出
仕
納
働
直
衣
参
二
閑
所
一
行
二
等

　
　
事
一
也
、
〉

　
　
　
　
　
　
　
最
左
経
記
臨
長
元
元
年
（
　
〇
二
八
）
三
月
十
九
日
条
〕

　
鴨
権
記
輪
に
お
い
て
は
心
神
不
調
の
藤
原
行
成
が
、
束
帯
を
解
い
て
衣
冠

を
着
し
、
弓
場
殿
で
涼
ん
で
い
る
。
『
左
経
記
幅
で
も
体
調
の
悪
い
源
経
頼

が
、
直
衣
を
着
て
「
閑
所
」
で
公
務
を
行
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
黒
蝿
勅
許
は
本
来
、
殿
上
で
の
勤
務
の
た
め
に
着
る

「
雑
炮
の
束
帯
」
と
、
鋪
設
・
体
調
不
良
等
の
時
に
、
勤
務
し
や
す
く
す
る

た
め
に
着
る
「
皆
具
の
直
衣
扁
を
、
昇
殿
者
に
許
す
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
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れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
勅
許
の
運
用
は
制
限
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
雑
麹
の
束
帯
」
は
、
『
西
宮
雄
蕊
直
衣
条
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
近
代
」

に
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
「
近
代
」
は
『
薦
宮
記
臨
が
成
立
し
た
村
上

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

朝
の
天
徳
・
応
和
年
間
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
頃
の
殿
上
勤
務
に
は
、
「
墨
客
の
束
帯
」
で
は
な
く
、
位
鞄
を
用
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
通
常
の
束
帯
が
着
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
「
皆
具
の
直
衣
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
制
限
が
加
え
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
噸
侍
中
群
要
蜘
に
は
、
宇
多
天
皇
の
勅
に
続
く
部
分
に
、
装
束
に

関
す
る
禁
制
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
凡
蔵
入
之
為
レ
礼
也
、
内
則
添
書
二
近
習
↓
衆
意
電
訓
仰
諸
司
↓
職
掌
之

　
　
尊
、
誠
可
二
厳
重
ハ
…
…
、
殿
上
非
違
転
職
濫
悪
、
随
レ
聞
必
加
二
糾
弾
ハ

　
　
’
：
：
．
、

　
　
禁
自
制
装
束
乱
狼
一

　
　
右
供
淵
奉
殿
上
い
可
レ
尋
二
幅
度
↓
而
昼
時
夜
装
束
乱
讐
褻
服
、

　
　
禁
遇
一
勿
レ
令
二
粛
然
ハ
若
有
レ
犯
者
従
二
追
使
一

　
　
番
人
可
レ
慎
二
宿
直
一
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
寛
平
　
…
年
十
一
月
廿
八
日

　
殿
上
人
が
昼
で
も
夜
装
束
（
衣
冠
や
直
衣
を
指
す
で
あ
ろ
う
）

る
こ
と
を
禁
じ
る
も
の
で
あ
る
。
「
雑
抱
の
束
帯
」

上
奉
仕
は
基
本
的
に
は
、

宜
レ
加
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
着
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
殿

束
帯
で
行
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
「
皆
具
の
直
衣
」
の
着
用
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
適
切
な
範
囲

を
超
え
て
昼
に
も
着
嗣
す
る
者
が
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
装
束
の
乱
れ
を
引

き
起
こ
し
た
こ
と
に
よ
り
、
「
皆
具
の
直
衣
㎏
の
昼
の
着
用
は
、
制
限
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
雑
学
は
、
勅
許
対
象
の
広
さ
と
は
反
対
に
、
着
用
機
会
は
狭
め

ら
れ
た
。
直
衣
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
着
る
べ
き
も
の
な
の
か
が
、

改
め
て
模
索
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
見
直
さ
れ
る
の
は
、
直
衣
の
本
来
の
性
格
で
あ
る
。
直
衣
の
最
大

の
特
徴
は
「
私
服
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
「
壷
装
束
扁
と
も
い
わ
れ
て
い

　
⑩

る
が
、
実
際
束
帯
よ
り
も
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
の
高
い
装
束
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
「
美
服
」
と
い
う
認
識
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
度
々
出
さ

れ
る
過
差
禁
制
に
お
い
て
も
、
直
衣
は
禁
制
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
雑
抱
が
禁
色
の
よ
う
な
美
装
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
む
し
ろ
俳
。
ヨ
Φ
ω
ユ
。

な
性
格
を
多
分
に
ふ
く
む
も
の
だ
っ
た
」
こ
と
は
大
丸
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
直
衣
は
「
私
的
」
な
「
褻
装
束
」
と
し
て
着
用
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
直
衣
が
「
私
的
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
束
帯
と
の
対
比
か
ら

考
え
た
い
。
正
式
な
参
内
服
で
あ
る
束
帯
は
、
そ
れ
を
着
る
こ
と
の
意
味
に

は
、
単
に
「
正
装
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　
　
申
言
大
夫
〈
道
網
、
〉
束
帯
参
入
云
、
病
後
未
二
参
内
ハ
今
日
初
参
入
者
、
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門
麗

　
　
今
日
神
燈
食
事
務
、
面
大
納
言
参
入
、
諸
五
号
寄
目
或
潮
笑
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
（
一
〇
～
八
）
六
月
廿
～
日
露
〕

　
右
の
例
は
、
廃
盤
日
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
藤
原
追
綱
が
病
後
初
め
て

束
帯
で
参
入
し
た
こ
と
を
怪
し
ま
れ
た
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
事
務
日
で
あ

る
こ
と
に
加
え
、
束
帯
で
あ
っ
た
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
々
乙

　
　
此
間
清
談
次
云
、
関
白
男
擦
□
人
々
来
こ
束
帯
い
依
こ
日
次
不
ワ
宜
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
漏
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
十
月
一
日
半
〕

　
東
宮
妃
で
あ
っ
た
嬉
子
が
八
月
五
日
に
麗
じ
た
後
、
嬉
子
の
血
縁
者
で
あ

る
関
自
以
下
の
人
々
は
、
日
柄
宜
し
く
な
く
、
い
ま
だ
束
帯
し
て
い
な
い
と

い
う
。
吉
日
を
選
ん
で
束
帯
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
例
か
ら
察
す
る
に
、
「
束
帯
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
正

式
な
参
内
を
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
正
式
な

参
内
が
で
き
な
い
状
態
の
時
は
、
「
束
帯
し
な
い
」
こ
と
が
時
宜
に
適
う
場

合
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
う
で
あ
れ
ば
、
直
衣
を
着
る
意
味
も
、
単
に
私
装
を
す
る
と
い
う
こ
と

に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
直
衣
は
非
「
正
式
」
、
非
「
公
的
」
で

あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
示
す
装
束
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
内
裏

焼
亡
後
に
直
衣
着
用
が
増
え
る
の
も
、
逓
常
の
参
内
で
は
な
く
、
非
常
事
態

で
あ
る
こ
と
を
表
す
、
時
宜
に
適
つ
た
装
束
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
は
じ
め
殿
上
人
の
服
装
を
直
衣
と
定
め
た
の
は
、
本

司
の
勤
務
と
区
別
す
る
意
図
が
強
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
官
人
と
し

て
の
正
式
の
勤
務
で
は
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
殿
上
奉
仕
は
、
制
度
と
し

て
整
っ
た
と
い
う
点
で
は
「
公
的
」
で
あ
っ
て
も
、
本
司
と
は
全
く
異
な
る

も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
殿
上
人
を
「
公

的
」
存
在
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
は
、
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
殿

上
人
は
や
は
り
意
識
の
上
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
公
的
」
な
筥
人
と
は
違
う
、

天
皇
と
の
「
私
的
」
関
係
に
基
づ
く
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
古
瀬
氏
が
根
拠
と
さ
れ
た
史
料
は
咽
類
聚
符
鞘
口
㎞
円
卓
、
応
和
四
年
（
九
六

　
　
四
）
三
月
五
日
宣
旨
で
あ
る
。

　
②
朔
権
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
＝
）
十
二
月
七
日
条
の
、
冷
泉
上
皇
七
七
日
御

　
　
斎
会
に
つ
い
て
の
記
述
部
分
に
も
、
「
左
近
少
将
朝
任
朝
臣
就
二
講
師
座
下
↓
…
…
、

　
　
亦
着
一
一
橡
抱
ハ
々
々
是
雑
抱
也
、
従
二
本
年
並
一
者
可
レ
着
二
位
抱
牌
歎
」
と
記
さ
れ
て

　
　
い
る
。

　
③
史
料
中
の
「
旧
例
」
が
指
す
時
期
に
つ
い
て
、
大
丸
氏
は
「
仁
和
期
を
遡
る
数

　
　
年
な
い
し
十
数
年
」
、
つ
ま
り
は
元
慶
期
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
雑

　
　
炮
勅
許
は
昇
殿
制
の
整
備
の
一
環
と
し
て
始
ま
っ
た
と
考
え
る
た
め
、
「
旧
例
」

　
　
も
門
公
的
」
な
昇
殿
制
の
開
始
期
で
あ
る
、
仁
和
・
寛
平
頃
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
④
殿
上
人
を
官
人
の
新
し
い
天
皇
奉
仕
の
あ
り
方
と
見
る
視
点
は
、
今
正
秀
氏
に

　
　
よ
る
（
門
は
じ
め
に
」
注
⑩
今
論
文
）
。

　
⑤
「
は
じ
め
に
」
注
①
・
②
で
述
べ
た
よ
う
に
、
衣
冠
や
直
衣
は
、
束
帯
よ
り
も

　
　
着
る
も
の
を
減
ら
し
て
、
ゆ
っ
た
り
し
た
袴
に
変
え
た
装
束
で
あ
る
。
束
帯
の
よ

　
　
う
に
石
帯
で
上
か
ら
締
め
る
こ
と
も
し
な
い
の
で
、
束
帯
よ
り
も
身
軽
で
楽
な
装

　
　
束
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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平安中期の雑抱勅許（佐藤）

⑥
『
西
富
託
』
の
成
立
年
代
は
、
所
帯
「
噸
西
宮
記
』
の
成
立
」
（
噸
平
安
朝
儀
式
書

　
成
立
史
の
研
究
㎞
、
国
書
刊
行
会
、
…
九
入
五
）
に
よ
る
。

⑦
し
か
し
、
「
雑
鞄
の
束
帯
」
と
も
い
う
べ
き
着
方
は
、
村
上
朝
以
後
に
も
用
い

　
ら
れ
て
い
る
。
赤
色
飽
と
青
色
砲
を
用
い
た
束
帯
で
あ
る
。
赤
色
抱
は
、
天
皇
・

　
上
皇
以
外
の
臣
下
の
着
用
者
は
非
常
に
限
定
さ
れ
る
が
（
「
は
じ
め
に
」
注
⑥
小

　
川
論
文
・
注
⑦
末
松
論
文
）
、
青
色
抱
（
麹
塵
鞄
と
も
い
う
）
は
蔵
人
が
着
用
す

　
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
青
色
炮
が
蔵
人
だ
け
の
所
用
で
な
い
こ
と

　
は
、
『
西
宮
記
』
巻
十
七
抱
条
に
「
青
色
、
帝
王
及
公
卿
賢
立
侍
臣
、
随
レ
便
服

　
レ
之
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
内
宴
で
近
臣
（
昇
殿
者
の
こ
と
と
す
る
古
瀬
氏

　
の
見
解
に
従
う
）
、
殿
上
賭
弓
で
殿
上
侍
臣
が
着
用
す
る
こ
と
が
、
儀
式
書
や
古

　
記
録
に
見
え
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
雑
鞄
の
青
色
炮
は
、
主
に
蔵

　
人
に
着
用
さ
れ
る
が
、
蔵
人
の
み
の
装
束
と
は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
儀
式
に
よ

　
っ
て
は
昇
殿
者
が
着
用
す
る
装
束
な
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
青
色
抱
が
、
「
雑
飽

　
の
束
帯
」
に
用
い
ら
れ
た
雑
鞄
の
｝
種
で
、
後
に
蔵
人
に
着
用
が
限
定
さ
れ
た
も

　
の
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。

⑧
『
侍
中
群
要
』
第
一
コ
蔵
人
幽
晦
寛
平
二
年
左
大
弁
橘
慶
奉
レ
勅
作
レ

　
之
」
に
続
く
部
分
で
あ
る
。
門
禁
判
制
装
束
乱
狼
こ
以
後
の
部
分
は
、
後
世
の
纏

　
入
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
が
吉
村
茂
樹
氏
（
「
蔵
人
式
に
つ
い
て
の
墓
弓
察
扁
。
『
歴

　
霊
地
理
一
四
六
－
三
、
一
九
二
五
）
や
、
三
崎
徳
衛
氏
（
『
侍
中
群
要
』
解
説
、

　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
緩
入
で
あ
る
と
し
て

　
も
、
「
禁
q
制
装
束
乱
狸
酬
」
以
後
の
部
分
は
「
寛
平
二
年
十
一
月
廿
八
日
」
に
出

　
さ
れ
た
禁
制
と
解
し
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

⑨
こ
の
制
限
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
方
策
が
と
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　
　
（
藤
原
正
光
）
　
　
　
　
　
　
（
敦
康
親
王
V

　
　
　
與
二
大
蔵
卿
扁
同
載
見
物
、
　
一
　
宮
同
御
出
、
為
＝
二
二
禰
参
内
、
然
而
依

　
　
　
レ
不
二
束
帯
一
不
レ
預
二
日
給
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
胃
権
記
』
　
害
怨
弘
一
二
年
（
一
〇
〇
山
ハ
）
　
四
月
十
五
n
口
条
〕

　
　
右
は
賀
茂
祭
見
物
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
、
束
帯
で
な
か
っ
た
た
め
日
給

　
に
預
か
ら
な
か
っ
た
と
あ
る
。
束
帯
で
参
内
し
な
け
れ
ば
上
日
を
認
め
な
い
、
と

　
い
う
規
定
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
制
限
は
充
分
効
果
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
。

⑩
鴨
小
右
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
＝
）
七
月
廿
二
日
条
の
、
一
条
院
で
の
御
念

　
仏
に
お
け
る
公
卿
の
装
束
に
つ
い
て
の
記
述
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
之
〕

　
　
　
内
大
臣
・
鹿
野
ハ
衛
叔
回
不
レ
可
レ
着
皿
鈍
色
一
々
定
内
、
　
而
皆
日
計
皿
鈍
色
ハ
　
就
レ
中

　
　
　
内
大
臣
着
古
深
鈍
色
↓
若
是
依
二
褻
装
束
一
鰍
、
〈
直
衣
、
〉

　
と
あ
る
。
喪
服
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
、
直
衣
が
「
褻
装
束
」
と
い
う
性
格

　
を
持
つ
こ
と
は
認
め
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

四
　
時
宜
と
貴
族
社
会

　
雑
抱
は
、
勅
許
さ
れ
た
者
は
数
多
く
い
た
が
、
勅
許
の
運
用
機
会
は
非
常

に
限
ら
れ
て
い
た
。
勅
許
の
開
始
当
初
に
認
め
ら
れ
て
い
た
「
雑
鞄
の
束

帯
」
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
「
皆
具
の
直
衣
」
は
着
用
を
制
限
さ
れ
た
。

直
衣
の
着
用
機
会
は
、
第
三
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
薪
た
な
基
準
で
限
定

さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
限
定
さ
れ
た
着
方
を
、
第
三
章
で
は
時
宜

に
奮
っ
た
町
方
と
し
た
が
、
こ
こ
で
貴
族
た
ち
の
時
宜
に
対
す
る
意
識
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
て
、
も
う
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
直
衣
の
着
用
場
面
・
着
用
人
物
が
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、

貴
族
た
ち
は
自
分
の
着
る
装
束
を
、
自
ら
の
身
分
や
場
の
状
況
等
に
合
わ
せ

て
選
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
親
仁
親
王
）

　
　
及
二
未
刻
一
参
二
東
宮
若
宮
訥
〈
御
座
上
東
門
院
東
対
、
〉
今
B
始
二
侍
拝
政

　
　
所
等
雑
事
↓
…
…
、
傍
仰
　
宮
無
為
善
言
レ
儲
二
上
達
部
饗
廿
前
一
く
懸
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（
藤
原
頼
逓
）
　
（
同
教
樋
）

　
　
盤
、
仁
心
南
唐
廟
、
関
自
殿
・
内
府
以
下
十
余
人
、
或
直
衣
、
或

　
　
粗
衣
、
或
束
帯
、
西
上
対
座
、
〉
殿
上
人
急
心
、
〈
居
二
大
盤
納
南
廊
、

　
　
北
上
対
座
、
皆
束
帯
、
…
…
、
〉
政
所
笹
緑
、
家
司
等
参
着
云
々
、
〈
馬

　
　
場
西
廓
南
端
云
々
、
今
日
役
送
人
々
、
或
宿
衣
、
或
束
帯
、
是
宮
為

　
　
　
〔
衛
乙

　
　
レ
職
工
之
人
者
束
帯
、
不
レ
然
者
黒
衣
也
、
〉

　
　
　
　
　
　
　
興
言
経
記
』
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
十
二
月
二
日
条
〕

　
侍
所
・
政
所
始
の
饗
の
場
に
お
い
て
、
貴
族
た
ち
の
装
束
が
鮮
や
か
に
分

か
れ
て
い
る
。
上
達
部
の
装
束
が
直
衣
、
宿
衣
、
束
帯
の
順
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
は
、
身
分
の
高
さ
に
装
束
の
私
的
要
素
の
強
さ
が
比
例
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
（
藤
原
頼
通
）
（
同
通
房
）
　
　
　
　
　
（
同
彰
子
）

　
　
去
夜
関
　
白
　
莞
五
十
日
餅
太
后
令
レ
食
給
云
々
、
戌
剋
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
教
通
）
　
　
　
　
　
〔
合
ヵ
〕
　
（
源
俊
賢
）

　
　
納
雷
斉
償
・
行
成
・
頼
宗
他
内
大
臣
及
諸
語
会
会
、
民
部
卿
伺
候
、

　
　
内
府
・
戸
部
着
二
塁
衣
ハ
其
外
皆
宿
装
束
、
資
平
・
朝
任
束
帯
、
関
白

　
　
被
レ
餐
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
』
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
三
月
一
日
条
〕

　
幾
分
私
的
な
行
事
で
．
あ
っ
て
も
、
貴
族
た
ち
は
身
分
に
よ
っ
て
装
束
を
着

分
け
て
い
る
。
束
帯
で
行
っ
た
藤
原
骨
貝
と
源
朝
任
は
参
議
で
あ
り
、
公
卿

の
中
で
は
下
位
で
あ
っ
た
。
束
帯
を
頼
通
に
答
め
ら
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く

は
畏
ま
り
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
あ
ろ
う
が
、
頼
通
の
弟
た
る
教
通
と
、

す
で
に
致
任
し
て
い
る
源
俊
賢
以
外
の
諸
卿
は
、
位
抱
を
用
い
る
衣
冠
を
着

し
て
い
る
。
や
は
り
雑
砲
を
着
る
の
は
揮
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

「
遠
慮
」
の
意
識
に
よ
っ
て
装
束
着
用
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
、
小
川
彰
氏

　
　
　
　
　
　
　
②

も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
貴
族
た
ち
は
、
自
ら
が
着
す
装
束
の
秩
序
を
各
々
の

身
分
に
よ
っ
て
わ
き
ま
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
禁
色
勅
許
に
つ
い
て
も
、
実
際
の
運
用
に
は
時
宜
が
作
用
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
綾
の
表
袴
や
下
襲
は
公
卿
の
所
用
で
あ
り
、
禁
色
の
対
象
で
あ
っ

た
が
、
以
下
の
例
を
見
る
と
、
公
卿
が
い
つ
も
綾
の
表
袴
や
下
襲
を
着
用
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
夜
深
按
察
借
q
参
詣
表
袴
↓
付
レ
使
送
レ
之
、
依
二
明
日
斎
王
宣
命
事
一
可

　
　
レ
着
二
吉
服
一
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
』
長
和
元
年
（
一
〇
～
二
）
四
月
廿
三
日
条
〕

　
　
入
レ
夜
前
常
陸
介
師
長
蜜
語
云
、
蔵
人
登
任
国
可
レ
着
レ
綾
、
可
レ
用
二
左

　
　
三
位
中
将
蘇
芳
下
襲
↓
已
以
如
レ
泥
、
一
日
許
可
レ
着
也
、
除
呂
間
欲

　
　
レ
令
レ
着
二
鮮
明
下
襲
ハ
…
…
、
仰
与
二
未
レ
着
之
櫻
色
下
襲
ハ
感
悦
将
去
、

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
臨
長
和
二
年
（
一
〇
　
三
）
正
月
廿
日
条
〕

　
斎
王
宣
命
の
た
め
、
あ
る
い
は
除
目
の
た
め
に
、
実
資
が
綾
装
束
を
求
め

に
応
じ
て
貸
し
た
例
で
あ
る
。
正
月
廿
日
条
に
＝
日
許
」
と
あ
る
と
こ
ろ

に
、
綾
装
束
は
ハ
レ
の
時
の
所
用
で
あ
り
、
日
常
に
着
る
装
束
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、
綾
装
束
を
着
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
も
あ
る
。
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平安中期の雑鞄勅許（佐藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
雅
信
∀

　
　
今
日
主
上
初
覧
二
官
奏
↓
…
…
、
左
府
着
一
　
平
絹
青
朽
葉
下
襲
↓
今
日

　
　
血
糖
レ
被
レ
着
レ
綾
欺
、
就
レ
申
着
一
｝
自
阿
熟
め
↓
無
二
威
儀
【
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
四
月
廿
八
日
条
〕

　
綾
装
束
は
過
差
禁
制
の
対
象
に
も
な
っ
た
が
、
綾
装
束
が
純
粋
に
た
だ
の

美
服
で
あ
れ
ば
、
着
用
し
な
か
っ
た
こ
と
を
非
難
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
ふ

さ
わ
し
い
装
束
で
公
事
を
行
う
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
公
卿
に
は
綾

装
束
が
許
可
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
禁
男
勅

許
を
受
け
た
殿
上
入
も
、
禁
色
装
束
を
日
常
的
に
着
て
い
た
の
で
は
な
い
。

ハ
レ
の
場
に
も
参
加
す
る
よ
う
な
優
遇
さ
れ
た
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
禁
色

勅
許
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
禁
色
勅
許
は
た
だ
の
特
権
で
は
な
く
、
そ
の
対

象
者
が
綾
装
束
を
着
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
ゆ
え
に
勅
許
さ
れ
る
、
必
要
に

応
じ
た
勅
許
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
貴
族
た
ち
に
は
、
特
権
は
必
要
以
上
に
使
う
べ
き
で
は
な
い
、

と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
勅
許
で
使
用
を
許
さ
れ
る
牛
車
・

賛
車
は
、
勅
許
を
受
け
て
も
長
ら
く
乗
ら
な
か
っ
た
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ

　
③

る
が
、
特
権
に
対
す
る
控
え
め
な
姿
勢
に
つ
い
て
端
的
に
述
べ
て
い
る
の
が
、

次
の
藤
原
実
資
の
言
葉
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
藤
原
実
資
）

　
　
今
日
右
　
府
自
二
陽
明
門
一
歩
行
参
入
、
先
日
被
レ
示
云
、
添
蒙
二
螢
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
堪
〕

　
　
宣
旨
論
已
是
不
レ
量
二
朝
恩
一
也
、
可
レ
要
因
歩
行
｝
之
時
者
敢
不
レ
可
レ
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
堪
〕

　
　
レ
之
、
極
熱
寒
土
風
雨
之
時
、
不
レ
勘
二
行
歩
一
可
レ
重
事
者
、
若
子
二
此

　
　
事
【
不
二
乗
給
一
歎
、

　
　
　
　
　
　
　
〔
『
西
経
　
記
』
　
万
寿
一
二
年
（
一
〇
一
工
ハ
）
　
八
月
什
二
目
【
条
〕

　
実
資
は
四
月
に
面
面
を
許
さ
れ
て
お
り
、
既
に
七
十
歳
の
高
齢
で
あ
っ
た
。

い
つ
も
乗
っ
て
き
た
と
し
て
も
問
題
は
な
か
ろ
う
が
、
悪
天
候
で
歩
け
な
い

時
以
外
は
乗
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
厳
し
い
制
限
を
課

す
の
は
、
実
直
な
実
資
の
人
柄
ゆ
え
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
要
以
上
に
は
乗

ら
な
い
も
の
と
い
う
意
識
は
、
他
の
貴
族
た
ち
も
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
挙
げ
た
例
か
ら
、
貴
族
た
ち
は
時
宜
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
高

い
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
装
束
を
自
ら
の
身
分
、
そ
の
場
の

状
況
等
を
ふ
ま
え
た
上
で
選
び
着
し
、
禁
色
勅
許
、
牛
車
・
賛
車
の
勅
許
は
、

必
要
な
時
を
判
断
し
て
運
用
し
て
い
た
。
特
権
の
運
用
に
は
、
時
宜
の
判
断

が
欠
か
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
時
宜
を
外
れ
て
特
権
を
行
使
し
た
も
の
が

過
差
で
あ
り
、
禁
制
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
特
権
運
用
の
特
徴
か
ら
、
摂
関
期
の
直
衣
着
用
の
多
く
が
、

天
皇
の
外
戚
で
あ
る
理
由
も
説
明
で
き
る
。
道
長
や
頼
通
が
、
台
盤
所
や
キ

サ
キ
の
御
在
所
に
直
衣
を
着
て
出
入
り
す
る
の
は
、
外
戚
と
い
う
特
権
的
な

立
場
を
誇
示
す
る
爾
も
確
か
に
あ
ろ
う
が
、
時
宜
に
適
つ
た
装
束
を
選
ん
で

い
た
、
と
い
う
の
が
本
質
的
な
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
直
衣
が
非
「
公

的
」
な
意
味
を
持
た
せ
る
装
束
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
天
皇
へ
の
奉
仕
で
は

「
公
的
」
な
本
官
従
事
の
宮
人
と
「
私
的
」
な
殿
上
人
が
明
確
に
区
別
さ
れ
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て
い
た
こ
と
は
第
三
章
で
述
べ
た
。
彼
ら
は
有
す
る
官
職
の
関
係
か
ら
台
盤

所
・
御
在
所
に
出
入
り
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
外
戚
と
い
う
「
私
的
」

な
関
係
に
基
づ
い
て
出
入
り
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
非
「
公

的
」
な
場
面
で
は
、
正
式
な
参
内
を
表
す
束
帯
は
む
し
ろ
不
適
切
で
あ
る
。

特
権
と
し
て
直
衣
を
着
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
直
衣
を
着
る
こ
と
が
時
宜

の
上
で
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
方
が
、
こ
の
場
合
は
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。　

こ
の
時
宜
と
い
う
も
の
は
、
貴
族
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
竹
内
理
三
氏
は
「
口
傳
と
教
命
t
公
卿
学
系
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

（
秘
事
口
出
成
立
以
前
）
…
…
」
の
中
で
、
「
朝
儀
典
禮
の
型
」
に
つ
い
て
、

　
　
尤
も
こ
の
型
は
、
「
儀
式
」
の
如
く
｝
朝
に
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で

　
　
は
な
く
、
ま
た
標
準
型
と
し
て
公
卿
社
會
に
公
告
せ
ら
れ
た
も
の
で
も

　
　
な
い
。
各
公
卿
達
が
、
そ
の
折
々
に
の
ぞ
み
、
先
達
に
た
つ
ね
、
故
實

　
　
を
考
え
、
更
に
時
宜
を
按
じ
て
自
れ
の
行
動
を
自
ら
規
定
し
た
の
が
、

　
　
や
が
て
次
の
場
合
に
お
け
る
公
卿
の
先
例
と
な
り
故
實
と
な
っ
て
、

　
　
次
々
に
く
り
返
さ
れ
た
も
の
が
標
準
型
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
輿
然

　
　
童
生
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
あ
く
ま
で
標
準
型
で
あ
っ
て

　
　
決
定
型
で
は
な
い
。

と
述
べ
ら
れ
、
こ
の
こ
と
が
「
朝
儀
配
賦
に
家
説
・
家
記
・
家
流
を
號
生
す

る
こ
と
と
な
っ
た
所
以
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
時
宜
と
は
、
故

実
を
作
り
出
す
も
と
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
故
実
を
運
用
す
る
際
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ひ
と
つ
の
基
準
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
近
藤
忍
車
氏
は
、
有
職
故
実
の
成
立
す
る
領
域
と
は
「
そ
れ
ま
で
の
律
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

令
・
格
・
式
・
儀
式
書
に
則
れ
な
い
部
分
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
明
文
化
さ
れ
た
規
定
だ
け
で
は
補
い
切
れ
な
い
こ
と
を
、
補
う
た
め
に
成

立
し
た
の
が
有
職
故
実
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
補
う
時
に
働
い
た
の
が

時
宜
で
あ
る
。
雑
炮
に
つ
い
て
い
え
ば
、
着
用
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
後
、
ど
の
よ
う
な
場
薗
で
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
着
れ
ば
良
い
の
か
が
不

明
瞭
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
明
文
化
さ
れ
た
規
定
は
作
ら
れ
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
時
宜
に
応
じ
た
判
断
に
よ
っ
．
て
着
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
結
果
と
し
て
摂
関
期
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
限
定
的
に
着
用
さ
れ

る
装
束
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
法
的
効
力
を
も
つ
勅
許
も
、
法
的
効
力
を
持

た
な
い
時
宜
の
働
き
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
運
用
秩
序
が
保
た
れ
る
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
時
宜
へ
の
意
識
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

秩
序
を
保
ち
、
故
実
を
形
成
し
、
そ
の
運
用
に
も
働
き
か
け
て
い
た
の
で
あ

る
。
時
宜
は
、
貴
族
社
会
を
形
作
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

①
「
時
宜
」
と
い
う
言
葉
は
史
料
上
で
、
権
力
者
の
意
思
・
判
断
と
い
う
意
味
で

　
も
用
い
ら
れ
る
が
（
佐
藤
進
一
「
時
宜
（
～
）
」
。
一
こ
と
ば
の
文
化
史
㎞
［
中
世

　
l
U
、
平
凡
社
、
一
九
八
八
）
、
こ
こ
で
は
文
字
通
り
の
「
そ
の
と
き
の
物
事
の
情
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平安中期の雑抱勅許（佐藤）

　
況
、
状
態
、
条
件
な
ど
を
さ
し
て
い
う
」
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
「
時
宜
」
の
項
、

　
小
学
館
、
一
九
七
二
）
意
味
に
用
い
て
い
る
。

②
「
は
じ
め
に
」
注
⑥
小
川
論
文
。

③
例
え
ば
、
藤
原
道
長
は
寛
弘
八
年
（
一
〇
＝
）
六
月
十
三
日
に
牛
車
を
許
さ

　
れ
た
こ
と
が
『
公
卿
補
任
』
に
見
え
る
が
、
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
元
年
（
一
〇

　
　
二
）
十
一
月
十
七
日
条
に
「
今
日
初
乗
二
牛
車
」
と
記
し
て
い
る
。
藤
原
頼
通

　
も
寛
仁
元
年
（
一
〇
　
七
）
に
隼
車
を
許
さ
れ
て
い
る
が
、
長
元
五
年
（
一
〇
三

　
一
一
）
に
よ
う
や
く
「
始
乗
二
牛
車
」
と
『
公
卿
補
任
』
に
あ
る
。

④
　
噸
律
令
制
と
貴
族
政
権
　
第
■
部
㎞
、
御
茶
の
水
書
房
、
　
九
五
八
。
初
出
は
一

　
九
四
〇
。

⑤
末
松
剛
氏
は
、
道
長
が
「
時
宜
に
応
じ
て
的
確
な
故
実
」
を
採
用
し
て
い
た
こ

　
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
「
摂
開
家
の
先
例
観
i
御
堂
流
故
実
の
再
検
討
1
」
。

　
「
は
じ
め
に
」
注
⑦
末
松
著
書
所
収
。
初
出
は
一
九
九
九
）
。
ま
た
告
井
幸
男
氏

　
は
、
摂
関
期
が
「
家
格
や
家
流
や
故
実
が
固
ま
る
前
の
、
諸
説
・
自
案
が
盛
ん
に

　
つ
く
り
出
さ
れ
る
、
一
種
活
気
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
（
「
摂
関

　
期
の
有
職
故
実
－
御
堂
流
の
検
討
か
ら
一
」
。
『
摂
関
期
貴
族
社
会
の
研
究
』
、

　
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
。
初
出
は
二
〇
〇
一
）
。
「
諸
説
・
自
署
」
が
そ
れ
ぞ
れ
時
宜

　
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
摂
関
期
は
特
に
、
時
宜
へ
の
意
識
の
高
い

　
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

⑥
「
は
じ
め
に
」
注
①
近
藤
著
書
三
十
六
頁
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
雑
抱
勅
許
と
昇
殿
制
・
貴
族
社
会
の
関
係
を
、
改
め
て
ま
と
め
て
お
く
。

　
昇
殿
制
は
宇
多
朝
に
制
度
が
整
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
「
公
的
」
に
な
っ

た
と
い
っ
て
も
、
な
お
本
司
と
は
異
な
る
、
天
皇
と
の
「
私
的
」
関
係
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
雑
抱
勅
許
は
、
宇
多
朝
の
昇
殿
制

整
備
の
｝
環
と
し
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
、
昇
殿
者
に
対
し
て
勅
許
さ
れ
た
。

こ
の
勅
許
で
認
め
ら
れ
た
の
は
、
「
雑
炮
の
束
帯
」
と
「
皆
具
の
直
衣
」
の

ふ
た
つ
の
装
束
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
雑
抱
の
束
帯
」
は
、
「
公
的
」
な

本
司
で
の
勤
務
と
、
な
お
「
私
的
」
と
意
識
さ
れ
た
殿
上
で
の
勤
務
の
区
別

を
、
装
束
に
よ
っ
て
可
醇
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
皆
具
の

直
衣
」
は
、
必
要
に
応
じ
て
動
き
や
す
い
装
束
に
な
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
。　

し
か
し
、
「
雑
書
の
束
帯
」
は
村
上
朝
頃
に
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
「
皆

具
の
直
衣
」
は
適
切
な
範
囲
を
超
え
た
着
用
に
禁
制
が
出
さ
れ
、
着
用
機
会

が
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
直
衣
は
門
私
的
装
束
」
「
褻
装
束
」
と
い
う

性
格
に
合
っ
た
着
用
、
つ
ま
り
は
時
宜
に
適
つ
た
着
用
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
摂
関
期
に
は
、
お
よ
そ
以
下
の
三
つ
に
着
用
機
会
が
大
別
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
身
軽
な
装
束
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
体
調
不
良
勲
等
の
着
用
、
特

殊
な
状
況
下
で
の
参
内
で
あ
る
こ
と
を
表
す
火
事
後
等
の
着
用
、
天
皇
や
キ

サ
キ
と
「
私
的
」
関
係
を
強
く
も
つ
天
皇
の
外
戚
の
着
用
で
あ
る
。
外
戚
の

着
用
は
、
特
権
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
時
宜
に
回
っ
た
装
束
を
選
ん
だ
と

い
う
の
が
本
質
的
な
理
由
で
あ
る
。
時
宜
と
は
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
秩
序

を
維
持
し
、
故
実
を
形
成
し
、
故
実
の
運
用
の
基
準
と
な
る
と
い
う
、
重
要

な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
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本
稿
で
は
平
安
中
期
の
雑
鞄
勅
許
を
取
り
上
げ
た
が
、
院
政
期
に
な
る
と
、

雑
抱
勅
許
は
大
き
く
変
化
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

『
長
秋
記
』
『
兵
補
記
』
の
記
述
や
、
「
直
衣
始
」
の
出
現
か
ら
、
雑
砲
の
勅

許
対
象
が
制
限
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
変
化

の
き
ざ
し
は
、
摂
関
政
治
末
期
に
は
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
春
記
撫
長
暦

二
年
（
　
〇
三
八
）
十
月
十
七
日
条
に
は
門
不
二
御
傍
親
一
之
公
卿
、
直
衣
候

レ
内
之
事
、
近
代
之
作
法
也
」
と
あ
り
、
藤
原
斉
信
が
非
難
さ
れ
て
い
た

「
外
人
直
衣
」
が
、
「
近
代
之
作
法
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
院
政
期
に
お
け
る
装
束
秩
序
の
様
相
や
、
そ
の
薪
秩
序
へ
移
行
す
る
過
程

を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
）
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Chinese　vegetable　dealers　resulting　in　smoothly　handled　transactions　that

promoted　vegetable　cultivation　by　Chinese　farmers．

　　The　results　of　the　above　consideratioRs　are　suggestive　for　the　study　of

modern　KoreaR　history　and　the　history　of　overseas　Chinese　in　Korea．　The　maiB

topics　of　modern　Korean　his£ory　have　been　concentrated　on　the　rulers，　i．e．

Japanese　imperlalism　and　Japanese　in　Korea，　and　the　ruled，　i．e．　the　1〈orean

people，　and　there　has　been　little　or　no　effort　to　incorporate　the　Chinese　in　Korea

into　modern　Korean　history，　but　this　article　has　proposed　that　the　Chinese

people　in　Korea　are　fully　worthy　of　becoming　a　topic　in　the　study　of　rnodern

Korean　history．　Moreover，　studles　of　the　overseas　Chinese　in　Korean　have　been

weighted　toward　Chinese　merchants，　but　due　to　this　article　it　is　now　clear　that

the　overseas　Chinese　community　in　Korea　was　much　more　varied．

The　ZaPPo　Chokkyo　in　the　Mid－Heian　Period

by

SATo　Sakiko

　　In　this　study　1　have　attempted　to　examine　the　sheden　sei．昇殿制（a　system

that　a｝1owed　aristocratic　officials　with　imperial　permisslon　to　approach　the

emperor　in　the　elevated　portioR　of　a　building　in　which　the　emperor　was　present）

and　the　character　of　aristocratic　society　by　c1arifying　the　distinctive　features

and　the　process　of　formation　of　the　2appo　ckohkye雑抱勅許in　the　mid－Heian

period．　Heian　aristocrats　were　required，　ln　principle，　to　wear　formal　dress，

sokutai束帯，　when　they　were　in　attendance　at　the　imperial　palace．　The　zappo

choklayo　was　an　imperia｝ly　conferred　privilege　that　allowed　one　to　go　to　wear

informal　dress，　noshi直衣，　instead　of　the　sokutai，　when　at　the　palace．

　　The　shoden　sei　deveioped　during　the　reign　of　Emperor　Uda　ln　this　respect，　it

can　be　said　that　the　system　became　“official　and　public”　in　that　time，　but　it　was

still　considered　as　“private”　in　a　sense　because　unlike　“official”　service　in　a

government　post　it　was　based　on　a　“private”　relationship　with　the　emperor．　The

2aPPo　chekleyo　began　as　a　part　of　the　development　of　the　shoden　sei　as　it　was

bestowed　on　aristocrats　who　had　received　the　shoden　privilege．　lt　allowed

wearjng　either　the　zopPo　no　sokutei，　a　formal　costume　over　which　a　private

jacket　cou｝d　be　worn　in　place　of　an　official　one，　or　the　kaigu　no　noshi，　the
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complete　ensemble　of　informal　dress．　The　zaPPo　no　sokutai　was　worn　to　visually

distinguish“private”service　at　the　denj’o殿上（a　raised　area　for　the　emperor）

from　“public”　service　in　an　official　capac1ty．　The　kaigu　no　noshi　was　worn　as

necessary　for　ease　of　movement　when　at　work　in　the　denjo　area

　　The　zaPPo　no　sokutai，　however，　became　obsoiete　circa　the　reign　of　Emperor

Murakami．　The　haigu　no　noshi　was　also　restricted　and　prohibited　from　being

worn　on　inappropriate　occasions．　The　noshi　came　to　be　seen　as　appropriate

wear　based　on　its　chief　ckaracteristic　of　being　informal　dress．　As　a　result，

during　the　Sekkan－ki損i関期（the　period　of　regental　ru｝e）the　noshi　could　be

worn　in　the　imperial　palace　on　three　types　of　occasions，　roughly　classified　in　the

following　way．　lt　could　be　worn　for　ease　and　comfort　when　the　official　was

unwell，　it　could　be　worn　as　an　expressioR　of　a　state　of　emergency，　such　as　after　a

fire　in　the　palace，　and　it　could　be　worn　by　affines　who　were　privately　related　the

emperor　or　empress．　The　essential　reason　for　the　noshi　beiRg　worn　by　such

maternal　relatives　was　more　a　matter　of　choosing　a　suitable　costume　rather

than　a　show　of　privilege．　ln　the　Heian　aristocratic　society，　to　act　appropriately　in

accord　with　circumstances　was　considered　very　important．　This　sense　of

appropriate　behavior　maintai琵ed　the　social　orδer　and　f6rmed　the物’itsu故実

（normative　old　customs　and　manRers），　and　operated　as　a　standard　by　which

kojitsu　would　be　selected　to　fit　the　situation．
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